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次のとおり企画提案書の提出を募集する。 

 

 令和８年７月３日 

 

石川県知事 山野 之義 

 

１ 業務概要 

（１）業務名称 

石川県伝統工芸産業の海外展開推進支援事業 

 

（２）業務内容 

別添「仕様書」のとおり 

 

（３）履行期限 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

２ 本プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項 

石川県競争入札参加者資格（物品等）に、令和 8年 7月 15日(水)時点で登録さ

れている者。または以下の参加条件を満たし、期日までに必要書類を提出した

者。 

 
<石川県競争入札参加者資格（物品等）に登録されていない方> 

①地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であ

ること。 

②本プロポーザル実施に係る告示開始日から実施要領に記載する企画提案書の提出期限

の日までにおいて、本県の競争入札参加資格の停止期間中でないものであること。 

③会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者で

あること。 

④次のⅰからⅴまでのいずれにも該当しない者であること。 

ⅰ役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店

若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条

第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

ⅱ暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ⅲ役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

ⅳ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

ⅴ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑤企画提案書の提出期限の日までに納期が到来する国税及び都道府県税を滞納していな

いものであること。海外法人の場合は、当該国の法人税等を滞納していないこと。 

⑥類似業務の受注実績が過去 5年以内にあり、確実に業務を履行できるものであるこ

と。 
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３ 本プロポーザルの手続きに関する事項 

（１）プロポーザル実施要領等の配布 

  ア 配布する期間 

     令和８年７月３日（金）から７月１７日（金）まで 

  イ 配布する方法 

     次の石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室ホームページ（※）から 

ダウンロードすること 

     ※ https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/densan/index.html  

（２）質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して質問のある者は、実施要領に定める質問書により

提出すること 

  ア 提出期限 

   令和８年７月１０日（金）正午必着 

 イ 提出方法 

     石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室に電子メールにより提出す

ること。 

   ウ 回答方法 

     電子メールにより回答する 

 

４ 参加の申し込みに関する事項 

（１）参加申込書の提出 

   本プロポーザルへの参加を希望する場合は、実施要領に定める参加申込書に事 

業者概要等を添付して提出期限までに提出すること 

（２）提出期限 

   令和８年７月１７日（金）正午必着  

（３）提出方法 

石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室に電子メールにより提出する

こと。 

（４）提出先 

石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 

メールアドレス：densan@pref.ishikawa.lg.jp 

 

５ 企画提案書の提出に関する事項 

（１）本プロポーザルに参加する者は、実施要領に定める企画提案書に必要な書類

等を添付して提出期限までに提出すること 

（２）提出期限 

 令和８年７月２２日（水）午後５時必着  

（３）提出方法 

石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室に電子メールにより提出する

こと。 

（４）提出先 

     ４（４）に同じ 

 

６ その他 

（１）詳細は、プロポーザル実施要領による 
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（２）参加申込書を提出しない者は、本プロポーザルに参加できない 

（３）県が別途定める審査委員会において、企画提案書の内容等を審査し、最も評

価の高い提案を行った者を委託候補者として選定する 

 

７ 連絡先 

   〒９２０－８５８０ 

石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石川県庁行政庁舎１２階 

石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 

電話番号：０７６－２２５－１５２６ 

メールアドレス：densan@pref.ishikawa.lg.jp 

 


